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第１章　　総　　　則

（目　的）
第１条 この規程は、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会（以下「共済会」という。）の

共済運営規程第28条に規定する退職年金事業の実施に必要な事項を定めることを目的とする。
（事業の対象者）
第２条　被共済職員は、被共済職員となった日に退職年金事業に加入し、被共済職員でなくなった（以

下「退職」という。）日に加入資格を失い、給付の対象者となる。
２　職員出資金の拠出を申し出て加入した被共済職員（以下「拠出職員」という。）は、被共済職員となっ

た日に拠出職員となる。
３　平成４年４月１日付職員出資金部分加入確認書により職員出資金の拠出を申し出た者は、前項の

規定にかかわらず、次の各号に定める日に拠出職員となる。　　　　
　⑴　平成２年４月１日以前に被共済職員となり、職員出資金を拠出していた者は、平成２年４月１日
　⑵　平成２年４月１日以降に被共済職員となり、その日から職員出資金を拠出していた者は、被共

済職員となった日
　⑶　平成２年４月１日から平成４年３月31日までの期間、職員出資金を拠出していなかった場合は、

平成４年４月１日
４　拠出職員は、退職日に拠出職員でなくなる。
５　拠出職員は、前項の規定にかかわらず、会員に申し出て拠出職員でなくなること（以下「脱退」

という。）ができる。
６　第２項及び第３項に定める日に拠出職員とならなかった者及び前項により脱退した者は、以後拠

出職員となることはできない。
７　第２退職年金制度への加入を会員が申し出た被共済職員は、会員が届け出た日に加入者となり、

退職日に加入資格を失い、給付の対象者となる。
（制度変更による経過措置）
第３条　平成30年３月31日以前に被共済職員となり、平成40年３月31日までの間に退職した者につい

ての会員出資金部分の一時金支給額は、本制度の変更による経過措置として、退職時点で計算され
る次の２つの額のうち高い方の額とする。

　⑴　退職日時点で効力を有するこの規程に基づき算定される会員出資金部分の一時金支給額
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　⑵　平成30年３月31日時点で効力を有するこの規程に基づき算定される会員出資金部分の一時金支
給額

２　前項第２号の金額は、次の算式により計算される額とする。
　　（平成30年３月31日時点で効力を有するこの規程の第５条第１項に定める退職時点での本俸月額
［36万円を上限とする。］）×（退職時までの給付対象期間に応じ別表⑷に定める率）＋（平成９年
３月31日時点での給付対象期間が14年６箇月以上の被共済職員に加算される特別慰労金［別表⒁の
額］）

３　退職年金の受給資格者が退職年金の支給を希望する場合において、第１項第２号の額が同項第１
号の額より大きいときは、第７条の適用にあたり、会員出資金部分の一時金支給額に相当する額を
第１項第２号の額に置き換えるものとする。

（給付対象期間の計算）
第４条　会員出資金部分にかかわる給付対象期間の計算は、その者が被共済職員となった日の属する

月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、その者が休職等により出資金を払い込ま
ない月がある時は、その月は給付対象期間に算入しない．

２　拠出職員の職員出資金部分にかかわる給付対象期間は、第２条第２項および第３項に定める拠出
職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数または第２条第５項により脱退し
た日の属する月までの月数による。ただし、その者が休職等により出資金を払い込まない月がある
時は、その月は給付対象期間に算入しない。

３　第２出資金部分にかかわる給付対象期間の計算は、その者が第２条第７項に定める第２退職年金
制度の加入者となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、その者
が休職等により出資金を払い込まない月がある時は、その月は給付対象期間に算入しない。

（計算基礎額）
第５条　会員出資金部分の給付額算定の基礎となる額は、退職した日の属する年度から起算して、前

年度３月31日時点の会員出資金積立残高（以下「前年度末会員出資金元利合計額」という。）と、
退職した日の属する年度内に拠出された会員出資金の累計額（以下「当年度会員出資金年間拠出額」
という。）とする。

　⑴　「前年度末会員出資金元利合計額」は、次に定めるところにより計算される額とする。
　　　（前々年度末会員出資金元利合計額×1.015）＋（前年度会員出資金年間拠出額×1.0075）
　⑵　平成30年４月１日時点の前年度末会員出資金元利合計額は、次の算式により計算される額とす

る。
　　　｛（平成30年３月31日時点で効力を有するこの規程の第５条第１項に定める平成30年３月31日時

点での本俸月額［36万円を上限とする。］）×（平成30年３月31日までの給付対象期間に応じ別表
⑷に定める率）＋（平成９年３月31日時点での給付対象期間が14年６箇月以上の被共済職員に加
算される特別慰労金［別表⒁の額］）｝÷（平成30年３月31日時点の給付対象期間に応じ別表（23）
に定める率）

　　　ただし、平成30年３月31日時点で給付対象期間が１年未満である場合には、次の額とする。
　　（平成30年３月31日時点で効力を有するこの規程の第５条第１項に定める平成30年３月31日時点

での本俸月額［36万円を上限とする。］）×0.0171×（平成30年３月31日時点での給付対象期間の
月数）÷0.5

２　職員出資金部分の給付額算定の基礎となる額は、退職した日の属する年度から起算して、前年度
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３月31日時点の職員出資金積立残高（以下「前年度末職員出資金元利合計額」という。）と、退職
した日の属する年度内に拠出された職員出資金の累計額（以下「当年度職員出資金年間拠出額」と
いう。）とする。

　　なお、「前年度末職員出資金元利合計額」は、次に定めるところにより計算される額とする。
　　（前々年度末職員出資金元利合計額）×1.015 ＋ （前年度職員出資金年間拠出額）×1.0075
３　第２出資金部分の給付額算定の基礎となる額は、退職した日の属する年度から起算して、前年度

３月31日時点の第２出資金積立残高（以下「前年度末第２出資金元利合計額」という。）と、退職
した日の属する年度内に拠出された第２出資金の累計額（以下「当年度第２出資金年間拠出額」と
いう。）とする。

　　なお、「前年度末第２出資金元利合計額」は、次に定めるところにより計算される金額とする。
　　（前々年度末第２出資金元利合計額）×1.015 ＋ （前年度第２出資金年間拠出額）×1.0075

第２章　　給付の種類と金額

（退職年金）
第６条　被共済職員が、給付対象期間20年以上かつ年齢55歳以上で退職したときは、その者に60歳（60

歳以上で退職したときは、退職したとき）から10年間、退職年金を支給する。ただし、支給開始前に、
その者が希望した場合は、その時から10年間退職年金を支給することができる。

（退職年金の額）
第７条　退職年金の月額は、次に定めるところにより計算される金額とする。
　　｛（第15条第１項第１号に定める算式により計算される会員出資金部分の一時金支給額）＋（第15

条第１項第２号に定める算式により計算される職員出資金部分の一時金支給額）｝÷111.287×別表
（24）に定める率

２　前条により退職年金を選択した第２退職年金制度の加入者は、給付対象期間が１年以上の場合、
次の定めるところにより計算される額が前項に定める退職年金の月額に加算される。

　　（第15条第２項に定める算式により計算される第２出資金部分の一時金支給額）÷ 111.287×別表
（24）に定める率

３　前条ただし書きに該当する場合は、次に定めるところによる金額とする。
　　第１項および第２項に定める額×別表（25）に定める率
４　前項に関わらず、平成30年３月31日以前に退職し、据置期間中となっている者は、次に定めると

ころにより計算される額とする。
　　その者が受ける権利を有していた退職年金の月額×別表⑼に定める率

（退職年金の失権）
第８条　退職年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、その権利を失う。

（遺族年金）
第９条　次の各号に掲げる者が死亡したときは、その者の遺族に、当該各号に掲げる期間、遺族年金

を支給する。
　⑴　給付対象期間20年以上かつ年齢55歳以上の被共済職員
　　　10年間
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　⑵　退職年金据置期間中の者
　　　10年間
　⑶　退職年金受給中の者
　　　10年間からすでに支給された退職年金の支給期間を差し引いた期間

（遺族年金の額）
第10条　遺族年金の月額は、給付対象期間に応じ、次に定めるところにより計算される金額とする。
　⑴　前条第１号に該当したとき
　　　第７条第１項および第２項で定める計算式のうち別表（24）に定める率を乗じないで算出され

る額
　⑵　前条第２号に該当したとき
　　　第７条第１項および第２項により算出された額×別表（25）に定める率
　⑶　前条第３号に該当したとき
　　　退職年金受給中の者が受けていた退職年金の月額と同額
２　前項第２号に関わらず、平成30年３月31日以前に退職し、据置期間中となっていた者が死亡した

ときは、次に定めるところにより計算される額とする。
　据置期間中の者が受ける権利を有していた退職年金の月額×別表⑼に定める率

（遺族年金の失権）
第11条　遺族年金を受ける権利を有する者は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その権利を

失う。
　⑴　死亡したとき
　⑵　婚姻したとき
　⑶　三親等内の親族以外の者の養子となったとき

（転　給）
第12条　遺族年金を受ける者が、前条の規定に該当するに至ったときは、10年間からすでに支給され

た退職年金および遺族年金の支給期間を差し引いた期間、その他の遺族に遺族年金を支給する。
（年金に代えて支給する一時金）
第13条　年金受給権者が、一時金の支給を申し出て共済会がこれを認めたときは、年金に代えて一時

金の支給を受けることができる。
２　前項の規定により年金受給開始前に受ける一時金の額は、〔第15条第１項に定める算式により計

算される額と第15条第２項に定める算式により計算される額の合計額×別表（26）に定める率〕で
計算される額とする。ただし、平成30年３月31日以前に退職し、退職年金据置期間中の者について
は、［退職年金の月額（特別慰労金分を除く。）×別表⑼に定める率×108.596］で計算される額と、

［別表⒀により計算された特別慰労金分についての月額×別表⑼に定める率×92.296］で計算される
額を合算して得た額とする。

３　第１項の規定により年金受給開始後に受ける一時金の額は、当該一時金の支給を申し出た者が受
ける権利を有していた退職年金または遺族年金の月額に、当該一時金の給付事由が生じた日の属す
る月の翌月以降その者に支給すべきであった年金の支給期間に応じ、別表（27）に定める年金現価
率を乗じて得た額とする。

４　前項に関わらず、平成30年３月31日以前に退職し、退職年金または遺族年金を受給している者は、
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次に定めるところにより計算される額とする。
　⑴　平成16年９月30日以前に退職した者
　　　当該一時金の支給を申し出た者が受ける権利を有していた退職年金または遺族年金の月額に、

当該一時金の給付事由が生じた日の属する月の翌月以降その者に支給すべきであった年金の支給
期間に応じ、別表⑾に定める年金現価率を乗じて得た額とする。

　⑵　平成16年10月１日以降、平成21年３月31日以前に退職した者
　　　当該一時金の支給を申し出た者が受ける権利を有していた退職年金または遺族年金の月額のう

ち、平成16年９月30日以前の職員出資金部分の給付対象期間によって計算された月額と別表⒀
により計算された特別慰労金分についての月額の合計額に、当該一時金の給付事由が生じた日の
属する月の翌月以降その者に支給すべきであった年金の支給期間に応じ、別表⑾に定める年金現
価率を乗じて得た額と、会員出資金部分の給付対象期間によって計算された年金月額（特別慰労
金分を除く。）と平成16年10月１日以降の職員出資金部分の給付対象期間によって計算された年
金月額の合計額に当該一時金の給付事由が生じた日の属する月の翌月以降その者に支給すべきで
あった年金の支給期間に応じ、別表⑿に定める年金現価率を乗じて得た額を合算した額とする。

　⑶　平成21年４月１日以降に退職した者
　　　当該一時金の支給を申し出た者が受ける権利を有していた退職年金または遺族年金の月額のう

ち、別表⒀により計算された特別慰労金分についての月額に、当該一時金の給付事由が生じた日
の属する月の翌月以降その者に支給すべきであった年金の支給期間に応じ、別表⑾に定める年金
現価率を乗じて得た額と、会員出資金部分の給付対象期間によって計算された年金月額（特別慰
労金分を除く。）と職員出資金部分および第２出資金部分のそれぞれの給付対象期間によって計
算された年金月額の合計額に当該一時金の給付事由が生じた日の属する月の翌月以降その者に支
給すべきであった年金の支給期間に応じ、別表⑿に定める年金現価率を乗じて得た額を合算した
額とする。

（退職一時金）
第14条　被共済職員が、会員出資金部分の給付対象期間が１年以上20年未満または年齢55歳未満で退

職したときは、退職一時金を支給する。ただし、給付対象期間が１年未満で退職した拠出職員は、
職員出資金累計額を支給する。

（退職一時金の額）
第15条　退職一時金の額は、次に定めるところにより計算される金額の合計額とする。
　⑴　会員出資金部分
　　　｛（前年度末会員出資金元利合計額×退職月に応じて別表（28）に定める率）＋（当年度会員出

資金年間拠出額×退職月に応じて別表（29）に定める率）｝×別表（23）に定める率
　⑵　職員出資金部分
　　　（前年度末職員出資金元利合計額×退職月に応じて別表（28）に定める率）＋（当年度職員出

資金年間拠出額×退職月に応じて別表（29）に定める率）
２　第２退職年金制度の給付対象期間が１年以上である加入者は、次の定めるところにより計算され

る金額が前項に定める退職一時金に加算される。
　　（前年度末第２出資金元利合計額×退職月に応じて別表（28）に定める率）＋（当年度第２出資

金年間拠出額×退職月に応じて別表（29）に定める率）
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（遺族一時金）
第16条　被共済職員が、会員出資金部分の給付対象期間が１年以上20年未満または年齢55歳未満で死

亡したときは、その者の遺族に、遺族一時金を支給する。ただし、給付対象期間が１年未満で拠出
職員が死亡したときは、前条第1項第2号に定める額をその者の遺族に支給する。

（遺族一時金の額）
第17条　遺族一時金の額は、第15条第１項および第２項に定める金額とする。

（脱退給付金）
第18条　拠出職員が、会員に申し出て脱退したときは、脱退給付金を支給する。

（脱退給付金の額）
第19条　脱退給付金の額は、次に定めるところにより計算される金額とする。
　　　　（前年度末職員出資金元利合計額）×（脱退月に応じて別表（28）に定める率） ＋
　　（当年度職員出資金年間拠出額）×（脱退月に応じて別表（29）に定める率）

（端数の処理）
第20条　給付金の額を算定する過程において端数が生じた場合は、円未満を１円に切り上げ、支給時

に10円未満の端数を生じたときは、これを10円単位に切り上げる。

第３章　　給付金の請求と支給

（退職年金および遺族年金の請求と支給）
第21条　共済会は、被共済職員が退職し、第６条または第９条に該当したときは、会員が当該職員ま

たはその遺族に支払う資金として、会員からの請求により、退職年金または遺族年金を支給する。
２　前項の給付を受けようとする会員は、年金・一時金請求書（様式第１号）および別に定める年金

受給者届を、被共済職員退職後速やかに共済会に提出しなければならない。
３　前項において遺族年金の給付を受けようとする会員は、被共済職員の死亡を証する書類および受

給者と被共済職員との身分関係を明らかにする書類を提出しなければならない。
（年金の支給期間）
第22条　年金は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなった日の属する月

までの分を支給する。
（年金の支給時期）
第23条　年金は、毎年２月、５月、８月、および11月の各20日までに、それぞれ前月までの分を支給する。

ただし、年金を受ける権利が消滅したときは、その支給時期にかかわらず、その際、その月までの
支給未済分を支給する。

（年金受給者の届出義務）
第24条　年金の支給を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、すみやかにその旨を共済会に届け出

なければならない。
　⑴　届け出の印鑑を喪失した場合
　⑵　住所、本籍地の変更、改印、改氏名または年金受領方法を変更した場合
２　年金の支給を受ける者は、毎年12月10日までに、提出期限前２か月以内に作成された戸籍記載証

明又は住民票記載証明を、共済会の指定する方法によって提出しなければならない。
３　共済会は、前項の書類の提出がないときは、当該書類の提出があるまで、その者に対する年金の
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支給を差し止めることができる。
（退職一時金および遺族一時金の請求と支給）
第25条　共済会は、被共済職員が退職し、第14条または第16条に該当したときは、会員が当該職員ま

たはその遺族に支払う資金として、会員からの請求により、退職一時金または遺族一時金 を支給す
る。

２　前項の給付を受けようとする会員は、年金・一時金請求書（様式第１号）を、被共済職員退職後
速やかに共済会に提出しなければならない。

３　前項において遺族一時金の給付を受けようとする会員は、被共済職員の死亡を証する書類および
受給者と被共済職員との身分関係を明らかにする書類を提出しなければならない。

（脱退給付金の請求および支給）
第26条　共済会は、拠出職員が脱退したときは、会員からの請求により、脱退給付金を支給する。
２　前項の脱退給付金の給付を受けようとする会員は、脱退給付金請求書（様式第２号）を、脱退月

の末日までに共済会に提出しなければならない。
（未払未済給付の特例）
第27条　この規程にもとづき給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者が支給を

受けることができた給付でその支払いを受けなかったものがあるときは、これをその者の遺族（そ
の者が遺族である場合は、その他の遺族）に支給し、支給すべき遺族がないときは当該死亡した者
の相続人に支給する。

（遺族の範囲および順位）
第28条　第９条、第16条及び前条の規定による給付を遺族に支給するときの範囲は、次の各号に掲げ

る者とする。
　⑴　配偶者（届出をしていないが、被共済職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあったも

のを含む）
　⑵　子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、被共済職員の死亡当時主としてその収入によって生計

を維持していた者
　⑶　前号に掲げる者の他、６親等内の血族および３親等内の姻族で、被共済職員の死亡当時主とし

てその収入によって生計を維持していた者で、被共済職員に近い親族の順
　⑷　子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第２号に該当しない者
２　給付を遺族に支給するときの順位は、前項各号の順位により、同項第２号および第４号に掲げる

者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父
母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父
母の順とする。

３　前項の規定により、同順位の遺族が二人以上いるときは、同順位の者から受領委任状の提出を求
め、委任を受けた同順位の代表者に支給する。

（過払いの調整）
第29条　年金の支給を受けている者がその受給権を喪失した場合に第21条の規定による遺族年金受給

手続きが遅れたことなどの事由により年金の過払いが生じたときは、その者の遺族（その者が遺族
である場合は、その他の遺族）に支払うべき遺族年金から差し引き調整する。

（受給権の処分禁止）
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第30条　この規程による給付を受ける権利は、譲渡しまたは担保に供することはできない。
（受給権の放棄）
第31条　会員は特別な事情がある場合は、この規程による給付を受ける権利を放棄することができる。

（請求時効）
第32条　本規程により給付を受ける権利は、５年間これを行使しないと時効によって消滅する。

第４章　　雑　　　則

（退職年金規程の変更）
第33条　この規程を変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。

　　　附　則　⑴
　この退職年金規程は、平成２年４月１日から施行する。
　　　附　則　⑵
　この退職年金規程は、平成４年４月１日から施行する。
　　　附　則　⑶
　この退職年金規程は、平成５年４月１日から施行する。
　　　附　則　⑷
　この退職年金規程は、平成９年４月１日から施行する。
　　　附　則　⑸
　この退職年金規程は、平成10年４月１日から施行する。
　　　附　則　⑹
　この退職年金規程は、平成16年10月１日から施行する。
　　　附　則　⑺
　　この退職年金規程は、平成17年４月１日から施行する。ただし、別表⑴は平成16年10月１日から

適用する。
　　　附　則　⑻
　この退職年金規程は、平成18年４月１日から施行する。
　　　附　則　⑼
　この退職年金規程は、平成19年４月１日から施行する。
　　　附　則　⑽
　この退職年金規程は、平成21年４月１日から施行する。
　　　附　則　⑾
　この退職年金規程は、平成25年４月１日から施行する。
　　　附　則　⑿
　この退職年金規程は、平成30年４月１日から施行する。
　　　附　則　⒀
　この退職年金規程は、令和２年４月１日から施行する。
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